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 ５月３日、日本国憲法が施行されて７３周年を迎えます。 

いま、新型コロナウイルス感染症が日本と世界中に広がっています。ワクチンや治療薬がない未

知のウイルスに対し、人々の間に恐怖感と自粛、委縮が極端に広がる社会状況となっています。 

世界中のすべての政府や自治体、公共機関が感染症拡大防止の対策をすすめています。日本では

ＰＣＲ検査と医療体制の充実に政府が十分な資金や人を投入していないため、医療・介護従事者が

大変困難な状況に置かれ、感染拡大の防止対策が不十分になっています。 

政府や自治体の実効性ある対策と、人々の自覚と行動により一日も早くウイルス感染症を終息さ

せ、日常の社会を取り戻すため、私たちも最大限の努力を惜しまないことをまず表明します。 

 

日本国内においては、安倍政権が４月７日、「緊急事態宣言」を発令し、同月１６日に対象地域が

全国に拡大され、国民や企業などに対し、生活や仕事の減少に十分な補償がないまま、外出や営業

の自粛、移動の制限などを要請しています。 

 ウイルス感染症対策は、何よりも人々の命と暮らしを最優先にして、あらゆる政策や財政を集中

しなければなりません。しかし、安倍政権は、経済や大企業に配慮するあまり、人々の命と暮らし

を守るという視点に立った対策は徹底されず、後手後手に回って感染拡大を食い止めることができ

ていません。 

私たちは安倍政権に対し、経済や大企業の利益よりも、人々の命と健康、暮らしと仕事を最優先

する感染症対策を強く求めます。 

 

 「緊急事態宣言」が発令された日本の状況の下で、あらゆる集会や会議、イベントなどが自粛さ

れ、中止・延期になっています。国からの一方的な自粛要請に反発する団体や個人は、インターネ

ットや報道などで取り上げられ、自粛しない行為に対し言葉を失うほどの激しいバッシングが行わ

れています。また、感染者の治療に関わる人々や不運にもウイルスに感染してしまった人々、その

家族に対し、人権侵害ともいえる罵詈雑言が投げかけられています。 

 安倍政権は、権利や自由を主張する言動に対する攻撃を十分に規制せず、逆に、この“同調圧力”

や“空気感”を利用しているかのように見えます。 

 私たちは、このような事態においても、人々の自由や権利、人権や民主主義を制限したり、侵害

したりするようなあらゆる動きに反対します。 

 

 安倍首相は、国会の質疑において、「緊急時に国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り

越えるか。憲法にどう位置付けるかは極めて重く大切な課題だ」と述べ、「国会の憲法審査会の場で

与野党の枠を超えた活発な議論を期待したい」と強調しました。 

 自民党は２０１８年３月にまとめた４項目の改憲案で、緊急事態条項の新設を掲げています。緊

急事態が宣言されると、内閣（行政府）が国会を通さず「政令」だけで、基本的人権を制限・抑圧

する強権を発動できるようになってしまいます。ウイルス感染症が拡大し、人々が不安と困難を抱

えている状況の中で、憲法改定を持ち出す安倍首相の見識にはあきれるしかありません。 

私たちは、感染症の拡大状況を逆手に取った安倍首相の憲法改定発言に強く抗議します。 

 

◆新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎ、コロナ禍を早期に終息させましょう。 

◆安倍政権に対し「経済」よりも「人々の命と暮らし」を優先する感染症対策を求めます。 

◆自由や権利、人権や民主主義を抑制するあらゆる動きに反対します。 

◆「緊急事態宣言」発令を利用した安倍首相の憲法改定発言に抗議します。 

 ２０２０年５月１日 
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